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令和８年度 座間市水道料金及び下水道使用料徴収等業務委託に係る公募型プロポー

ザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この実施要領は、「令和８年度座間市水道料金及び下水道使用料徴収等業務委託」の受託

候補者を公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）により選定するための手続

等について必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務の概要 

⑴ 件名 

令和８年度 座間市水道料金及び下水道使用料徴収等業務委託 

⑵ 区域 

座間市内全域及び座間市上下水道局の指定する区域 

ただし、請求業務、収納業務、精算業務及び滞納整理業務については日本国内とし、

座間市に隣接する自治体については臨戸訪問することとする。 

⑶ 業務履行期間 

令和９年４月１日から令和１３年９月３０日まで 

⑷ 業務の範囲 

次に掲げるとおりとし、詳細については別途、資料１「座間市水道料金及び下水道使

用料徴収等業務要求水準書（以下「水準書」という。）」を参照すること。 

ア 受付業務 

イ 検針業務 

ウ 請求業務 

エ 収納業務 

オ 精算業務 

カ 滞納整理業務 

キ 水道メーター管理業務 

ク 検定期間満了水道メーター交換対応業務 

ケ 水道メーター仕分け業務 

コ 給水装置管理業務 

サ 情報処理業務 

シ 情報処理機器運用管理業務 

ス Ｉ水栓（井戸水等）管理業務 

セ 各種統計資料作成業務 

ソ 事務引継ぎ業務 
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タ アからソまでの附帯業務 

 

３ 提案見積限度額 

  １，０３０，５４３，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

  ※この金額は、契約予定額を示すものではない。 

  ※当該委託に係る予算の議決が得られないときは、契約事務手続を行わない。 

なお、この場合において市はいかなる責めも負わない。 

 

４ 参加資格要件 

参加する者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。 

⑴ 参加申出書の提出時点において、座間市競争入札参加有資格者名簿の営業種目「５

６５ その他業務請負等委託」で登録されている者であること。 

⑵ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４に該当しない者である

こと。 

⑶ 法人税（個人事業者にあっては所得税）、消費税、地方消費税、事業税及び都道府県

民税並びに市町村民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。 

⑷ 座間市競争入札参加停止及び指名停止等措置要綱（平成２４年４月１日施行。以下「措

置要綱」という。）に基づく停止措置を受けていない者であること。 

⑸ 座間市暴力団排除条例（平成２３年座間市条例第２４号）第２条第２号に規定する

暴力団、同条第４号に規定する暴力団員等若しくは同条第５号に規定する暴力団経営

支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められ

る者でないこと。 

⑹ 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は

第２項の規定に違反していない者であること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ている者（更生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除

く。）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を

除く。）、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされて

いる者又は会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく特別清算開始の申立てがなされて

いる者、手形交換所による取引停止処分を受けている者その他の経営状態が著しく不健全

であると認められる者でないこと。 

⑻ 受付業務、検針業務及び滞納整理業務毎に、当該業務経験年数１年以上の者を人員

の半数以上配置できる者であること。 

⑼ 給水装置管理業務に、給水装置工事主任技術者の資格を有し、当該業務経験年数１
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年以上の者を１名以上配置できる者であること。 

⑽ 排水設備工事責任技術者の資格を備えたもの又は同等の知識及び能力を備えた者を

１名以上配置できる者であること。 

⑾ 機器運用管理業務に、アドミニストレーター資格又はネットワークに関する資格を

有する者を配置できる者であること 

⑿ 令和３年４月１日以降に、給水人口が１０万人以上の国内水道事業体において、次

の全ての委託業務を包括的に受託し、継続して３か年以上の期間にわたって業務を履

行した実績がある又は現在も履行中であること。 

ア 受付業務 

イ 検針業務 

ウ 収納業務（滞納整理業務を含む） 

エ 情報処理業務 

オ 情報処理機器運用管理業務 

⒀ プライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）を取得していること。 

⒁ 共同企業体で参加する場合、次の要件を全て満たしていること。  

ア 構成員は３社以内とする。なお、出資割合について、幹事会社は５１％以上 で

あること。  

イ 構成員は、上記(1)から(13)までの要件を満たす者であること。ただし、(12)で規

定する受託実績については、各構成員がアからオのうち１つ以上の受託実績を持

ち、かつ共同企業体として、全ての要件を満たすことも認める。  

ウ 構成員は、委託業務の履行に関し連帯して責任を負うこと。  

エ 構成員は、単独及び他の共同企業体の構成員として、今回のプロポーザルに参加

していないこと。 

 

５ 説明会 

本プロポーザルに関して説明会は実施しない。 

 

６ 質問と回答 

質問は、質問書（第９号様式）により、下記アドレスの電子メールにより受け付ける。 

⑴ 質問受付期間 

令和７年１１月４日（火）午後５時まで 

⑵ 提出先 

電子メール 座間市上下水道局経営総務課 suidou1@city.zama.kanagawa.jp 

⑶ 回答方法  

質問に対する回答は、一括して回答書に取りまとめ、令和７年１１月１２日（水）ま
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でに市ホームページへ掲載する。 

 

７ 参加表明手続 

⑴ 提出書類 

ア プロポーザル方式参加表明書（第１号様式） 

イ 誓約書（第２号様式） 

ウ 会社概要（第３様式および第４号様式） 

エ 業務実績（第５号様式） 

オ 市民税及び法人税に未納がないことを示す証明書（令和６年度分） 

カ 市固定資産税に未納がないことを示す証明書（令和６年度分） 

  ※市内に固定資産がない場合は不要 

キ 消費税及び地方消費税に未納がないことを示す証明書（令和６年度分） 

ク 各様式に記載した事項に関する資格証明書、認定書等の写し 

ケ 第４項（９）、（１０）及び（１１）に関する資格証明書等の写し 

コ 直近２か年分の賃借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの 

サ 法人の登記事項証明書の写し 

シ 業務の一部を再委託する場合は、当該業者の上記イからサまでの書類 

ス 共同企業体の場合は、共同企業体協定書（写し可）及び構成員の上記イからサ

までの書類を提出すること。 

セ 上記アからエの電子ファイルを格納したＣＤ－Ｒ等 

ソ 参加資格確認結果通知書（第６号様式）の返信用封筒 １枚 

※定形サイズの封筒を使用し、通知書郵送先の宛先を明記のうえ、１１０円切

手を貼付のこと。 

⑵ 提出先 

〒２５２－００２１ 座間市緑ケ丘一丁目３番１号 

座間市上下水道局経営総務課 

⑶ 提出方法 

持参又は郵送 

※郵送の場合は、必ず配達の記録が残る方法で郵送することとし、封筒表面に、 

「プロポーザル参加表明書在中」と明記すること。 

⑷ 提出期限 

令和７年１１月２１日（金）午後５時（必着） 

 

８ 業務提案書の受付 

参加要件の確認の結果、参加資格を有すると認められた者から、業務提案書等を受け付
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けるものとする。 

⑴ 提出書類 

ア 業務提案書５部（正本１部、副本４部） 

イ 提案見積書(第１０号様式)並びに見積内訳書(任意様式) １部 

ウ 上記ア及びイの電子ファイルを格納したＣＤ－Ｒ等 

エ 審査結果通知書（第１１号様式）の返信用封筒 １枚 

※定形サイズの封筒を使用し、通知書郵送先の宛先を明記のうえ、１１０円切手を

貼付のこと。 

⑵ 提出先 

〒２５２－００２１ 座間市緑ケ丘一丁目３番１号  

座間市上下水道局経営総務課 

⑶ 提出方法 持参又は郵送 

※郵送の場合は、必ず配達の記録が残る方法で郵送することとし、封筒表面に、「業務

提案書在中」と明記すること。 

⑷ 提出期限 令和７年１２月２２日（月）午後５時（必着） 

 

９ 業務提案書等の作成要領 

  業務提案書等を作成するにあたっては、水準書に記載されている内容を十分に反映させ

ることが基本となるので、内容をよく確認のうえ作成すること。 

⑴ 業務提案書の記載内容は、次の定める項目のとおり。 

ア 業務体制について 

イ 窓口業務について 

ウ 検針業務、請求業務及び収納業務について 

エ 滞納整理業務について 

オ 水道メーター管理業務について 

カ 情報処理業務について 

ク その他 

 上記アからカに記載した内容以外に、特筆したい事項があれば示すこと。 

⑵ 業務提案書の作成方法 

ア 記載方法 

記載項目を各編の見出しとして、大項目ごとに提案内容を記載すること。 

イ 形式 

Ａ４判縦、横書き、左綴じの印刷物とする。ただし、図表等については、必要に応

じてＡ３判横(片面印刷)でも差し支えない。 

ウ 綴り方 
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表紙には「業務提案書（第８号様式）」を用い、次に任意の様式で作成する目次と

する。目次以降の業務提案書本編は任意様式とし、記載項目の順に綴るものとする。 

エ 枚数 

上限の設定はないが、重複の内容を避け、要領を得た提案を心掛けること。 

オ 文字サイズ 

文字サイズは、１１ポイント以上とする。（図表中の文字については除く）フォン

トの指定はない。 

カ 項目番号 

項目番号は、原則として（１－（１）－ア－①）の順で付けること。不足するとき

は適宜設定すること。また、図表番号等については図と表それぞれの連番とし、図表

の題名を付与すること。 

キ ページ番号 

業務提案書には、表紙（第８号様式）、目次（任意様式）を除き、ページ番号を一

連で付すこと。 

⑶ 業務提案書の作成におけるその他の留意点 

ア 業務提案書（表紙（第８号様式）を除く）は、全体にわたって参加者名（会社名）

がわかるような記述を一切しないこと。 

イ 契約締結後の実現可能性について、十分考慮した上で提案すること。 

ウ 専門知識を有しない者にも理解できるよう配慮し、図や表などを適宜使用するなど

見やすく明確な提案書を作成すること。 

エ 提案書等で使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語と日本国通貨とすること。 

⑷ 提案見積書（１０号様式）及び見積内訳書（任意様式）の作成方法 

  ア 提案見積書には各年度の積算内訳書を添付し、総額を提案見積書に明記して、提出 

すること。 

イ 提案見積書に記載する金額は、提案見積限度上限額を超えないこと。 

ウ 見積内訳書（任意様式）は、単価（直接人件費 、諸経費等）、その他必要な経費区分

を記載すること。 

 

10 ヒアリング 

業務提案書等の内容を評価するにあたり、ヒアリングは実施しない。 

 

11 プレゼンテーション 

参加できる人数は３名までとする。また、プレゼンテーション時間は１団体６０分程度 

（業務提案書の説明４０分、質疑応答２０分程度）とするが、業務提案者の数によって変

更することもありえる。プレゼンテーションに必要なモニターについては、座間市上下水
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道局経営総務課で用意するため必要な場合はプレゼンテーション実施日の前日午後５時ま

でに申し出ることとする。 

なお、プレゼンテーションは、業務提案書の内容に基づいて行うこととし、業務提案書

と異なる内容による説明及び資料の追加提出は認めない。 

また、プレゼンテーションは事業者名を伏して行うため、入室者は社章、名札等を身に

着けないこと。 

 

12 プロポーザルの辞退 

本件、プロポーザルを辞退する場合は、プレゼンテーション実施日の前日午後５時まで

に、辞退届（第７号様式）を座間市上下水道局経営総務課に持参し提出することによりプ

ロポーザルの参加を辞退することができる。なお、辞退届を提出する場合は、提出する前

に必ず座間市上下水道局経営総務課へ電話連絡することとする。 

 

13 評価方法及び結果通知 

⑴ 評価者 

提案の評価を厳正かつ公正に行うため、座間市水道料金及び下水道使用料徴収等業務

委託事業者選定委員会を設置し、評価を行う。 

⑵ 評価基準及び評価方法 

ア 資料４「提案評価基準」に基づき、提案内容等（プレゼンテーションにおける説明 

等を含む）を評価し、採点する。 

イ 評価の結果、最も評価点数が高い者を受託事業候補者として選定する。 

ウ 最高得点者が２者以上となった場合は、提示された見積額がより廉価な提案者を受

託事業候補者として選定する。 

エ 受託事業候補者の企画提案参加資格が取り消された場合は、次に合計点が高い事業

者を繰り上げるものとする。 

オ 業務提案事業者が１者のみであった場合でも、審査を行い選定の可否を決定する。 

⑶ 結果通知 

結果の通知については、審査結果通知書（第１１号様式）により通知すると共に、後

日市ホームページで公表する。 

なお、審査結果の採点内容に関する質問には一切回答はしない。 

 

14 契約締結に向けての協議 

⑴ 受託事業候補者を選定後、本市と委託内容等について再度調整を行った上で、協議が

調った場合、委託契約を締結する。 

なお、契約及び手続きは、座間市公営企業契約規定及び契約約款による。 
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⑵ 選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記

載した辞退届（第７号様式）を提出すること。なお、この場合は、次順位者を候補者

とする。 

 

15 失格条件 

業務提案者が次のいずれかの事由に該当した場合は、業務提案参加資格を取消し、提出

された業務提案書等は無効とする。 

⑴ 参加表明書提出以降に本実施要領による参加資格を満たさないこととなった場合 

⑵ 業務提案書作成等に係る不正行為が認められた場合 

⑶ 業務提案書等の提出期日、提出場所、提出方法及び提案見積書（１０号様式）及び見

積内訳書（任意様式）の作成方法に示す要件に適合しない場合 

 

16 その他 

⑴ 参加表明書（第１号様式）等及び業務提案書等の受付時間は、上下水道局の閉庁日を

除く午前９時から正午、午後１時から午後５時までとする。 

⑵ プロポーザルに係る費用については参加事業者の負担とする。 

⑶ 業務上知り得た事項は漏洩してはならない。 

⑷ 市が提供若しくは貸与した資料等を本プロポーザル以外に使用してはならない。 

⑸ 業務提案書等の提出は１事業者１提案とし、複数の提案は認めない。また業務提案書

等を受け付けた後の追加及び修正は、原則認められない。 

⑹ 審査に対する異議を申し立てることはできない。 

⑺ 市は、プロポーザルの実施に関し、提出された関係書類等は、このプロポーザル以外

の目的で使用しない。また提出された業務提案書類等一式は返却しない。 

⑻ 提出された書類について、座間市情報公開条例（平成 16 年座間市条例第 17 号）の規

定に基づき、第三者に開示することがある。 

⑼ スケジュール 

実施内容 日時、期限又は期間 

質問受付期限 令和７年１１月４日（火）午後５時（必着） 

質問回答期限 令和７年１１月１２日（水） 

参加表明書等提出期限 令和７年１１月２１日（金）午後５時（必着） 

参加資格確認結果通知書発送 令和７年１２月１日（月） 

業務提案書の提出期限 令和７年１２月２２日（月）午後５時（必着） 

（審査）プレゼンテーション 令和８年１月１５～１６日頃（予定） 

審査結果通知発送 令和８年１月３０日頃までに通知予定 
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⑽ 問い合わせ 

〒252－0021 座間市緑ケ丘一丁目３番１号 

座間市上下水道局経営総務課料金係 

電話 ０４６－２５２－８５４１（直通） 

E-mail suidou1@city.zama.kanagawa.jp 

契約の事務手続 令和８年４月上旬（予定） 

mailto:suidou1@city.zama.kanagawa.jp

